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１．陳情の趣旨 

熱海土石流災害での検証の方法として第三者委員会を設置しているように、次期ご

み処理施設用地土壌汚染問題に対して的確に検証する、弁護士や有識者さらには公募

市民などの第三者による第三者委員会の設置を市議会が市に強く働きかけることを

お願いします。 

 

２．陳情の理由 

静岡県熱海市で令和 3年 7月に発生した大規模な熱海土石流について調べる熱海市

議会の調査特別委員会（百条委員会）が開かれ、証人尋問が行われている。 

静岡県と熱海市の対応を検証する県の第三者委員会が最終報告書の概要がわかっ

た。加えて、遺族や被災者らが現旧所有者らに対する損害賠償請求訴訟を起こしてい

る。静岡県警は業務上過失致死の疑いで起点となった土地の現旧所有者への強制捜査

を行なっている。 

四街道市では、次期ごみ処理施設用地土壌汚染問題について、調査特別委員会（百

条委員会）、市並びに市民からそれぞれ損害賠償請求訴訟が起こされている。 

しかしながら、熱海土石流災害のように、市行政指導等の検証を行う第三者委員会

が発足していない。 

土壌搬入による窪地解消工事は平成 28年 2月 15日着工に対し、適用除外届出書は

遅くとも平成 28 年 3 月末までに決裁終了、同年 5 月に環境政策課に提出され、４ヶ

月遅れで適用除外をしたことになり、この約４ヶ月間は無法状態で実施させたことに

なる。 

市行政の市残土条例の運用・適用のずさんさなどを調査・検証する第三者委員会を

迅速に発足させ、不法行為が出来ない世の中、四街道になっていくために今回の第三

者委員会の発足は大きな意義がある。 

 

 


